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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年２月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年７月４日 ０６時３８分ごろ 

発生場所 北海道乙部
お と べ

町乙部漁港南西方沖 

 乙部町所在の乙部港北防波堤灯台から真方位２２４.５°７７０ｍ

付近 

 （概位 北緯４１°５７.９′ 東経１４０°０７.３′） 

事故調査の経過  平成２６年７月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第五大宝
たいほう

丸、１３トン 

 ＡＭ２－４４５７（漁船登録番号）、個人所有 

 １５.４３ｍ（Lr）×３.８５ｍ×１.６１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５８４.７０kＷ、昭和４９年６月１０日 

 第２１２－６８９６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年４月１０日 

  免許証交付日 平成２４年１月３０日 

         （平成２９年２月６日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 球状船首及びビルジキールに破口及び擦過傷等 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、北海道松前町小島東方沖の小

島堆でいか一本釣り漁を終え、乙部漁港へ向けて航行を開始し、船長

が、操舵室の右舷側に立ってリモコンを使用して自動操舵で操船に当

たり、レーダー及び目視により見張りを行い、海岸線に沿って約１０

ノットの対地速力で北北東進した。 

 船長は、初めて乙部漁港に入港して漁獲物の水揚げを行うこととな

るので、乙部町所在の漁業協同組合（以下「漁協」という。）にその

旨を連絡しようと思い、平成２６年７月４日０６時１８分ごろ、携帯

電話で連絡し、漁協から水揚げの許可を得たが、入港経路の留意点に

ついては尋ねなかった。 

 船長は、乙部漁港南西方沖１,０００ｍ付近において、針路約０１
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４°（真方位、以下同じ。）で航行中、地元の小型漁船と思われる入

航船が、同漁港の港口付近に平行に設置されている２つの島防波堤間

を南方から入航するところを認め、本船も同様に入航すれば大丈夫と

思い、０６時３７分ごろ、島防波堤間へ向く針路約０３３°に変針

し、手動操舵として続航したところ、０６時３８分ごろ、船体に軽い

衝撃を感じ、本船は、同漁港南西方沖約７７０ｍの洗岩（以下「本件

洗岩」という。）に乗り揚げた。 

 船長は、携帯電話で漁協に連絡し、甲板員と共に来援した２隻の小

型漁船に救助されて乙部漁港へ入港し、本船は、クレーン台船により

離礁されて同漁港へ上架された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮末期 

 その他の事項 

 

 本船の喫水は、船首約０.９ｍ、船尾約２.４ｍであった。 

 船長は、乙部漁港に入港するのが初めてであり、水揚げを行えるよ

うに北海道知事の許可を得るなど、事前に乙部漁港へ入港する準備を

整えていたが、海図等により水路調査を行っていなかったので、本件

洗岩の存在を知らなかった。 

 船長は、本事故時、海上が平穏で波がほとんどなかったので、水面

下の本件洗岩を視認することができなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、乙部漁港南西方沖を北北東進中、船長が、本件洗岩の存在

を知らずに本件洗岩へ向けて航行したことから、本件洗岩に乗り揚げ

たものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、乙部漁港南西方沖を北北東進中、船長が、本件

洗岩の存在を知らずに本件洗岩へ向けて航行したため、本件洗岩に乗

り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  船長は、本事故後、僚船仲間と各港の出入港時の留意点について、

情報交換をすることとした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・初めての漁港へ入港する場合は、事前に海図等により水路調査を

十分に行うとともに、地元の漁業協同組合等へ尋ねるなどして情

報収集を行うこと。 

 


